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             ２０２０．１２月改訂 

新型コロナウイルス感染症感染防止対策及び 
学校運営方針（Ｖｅｒ．６） 

                                             山形県立酒田特別支援学校 
＜主な関係通知＞ 
５月２１日付スポ保第２０４号    「体育・保健体育の授業の再開に向けた留意事項について」 
５月２６日付スポ保第２１９号    「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～学校の新しい生活様式～」について」 
  ５月２７日付特教第１３１号     「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改訂について」 
  ６月１０日付特教第１６３号     「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドブック及び新型コロナ 

ウイルス感染症対策に伴う児童生徒の『学びの保障』総合対策パッケージについて」 
  ６月２３日付スポ保第３３６号   「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～「学校の新しい生活様式」 ６月１６日付文科省 
  ６月２５日付特教第１９７号     「特別支援学校における新型コロナウイルス感染症対策に関する考え方と取組 

（令和２年６月１９日版） ６月１９日付文科省 
  ６月２６日付特教第２０３号    「県立特別支援学校における『新しい生活様式』を踏まえた学校運営方法について」 
  ７月 ８日付特教第２２６号    「新型コロナウイルス感染症に係る新規の感染者が確認された場合等の学校の対応の一部変更

等について（通知）」 
  ８月 ４日付特教第２６１号     「新型コロナウイルス感染症に係る新規の感染者が確認された場合等の学校の対応の一部変

更等について（通知）」 
  ８月１２日付スポ保第５００号     「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 
９月  ４日付スポ保第５７８号      ～学校の新しい生活様式～」の改訂について 
１０月３０日付特教第３８０号 

スポ保第７６６号    新型コロナウイルス感染症に関する対応について 
１１月２６日付特教第４１２号      学校における新型コロナウイルス感染症に関する対応について 
１２月 ３日付教職第５６８号     新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策の徹底について 
１２月 ３日  文科省      学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」 

  
Ⅰ 「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準 
１ 文部科学省が示す行動基準（令和２年９月３日時点） 

地域の感染レベル 身体的距離の確保 感染リスクの高い教科活動 
部活動 
（自由意志の活動） 

レベル３ 
できるだけ２ｍ程度 
（最低１ｍ） 

行わない 
リスクの低い活動で短時
間に限定 

レベル２ 
１ｍを目安に 学級内
で最大限の 間隔を取
ること 

収  感染リスク 
束  の低い活  
局  動から徐々 
面  に実施 

拡  感染 
大  リスクの 
局  高い活動 
面  を停止 

感染リスクの低い活動か
ら徐々に実施し、教師等が
活動状況の確認を徹底 
レベル 

レベル１ 
１ｍを目安に学級内で
最大限の間隔を取るこ
と 

適切な感染対策を行った 上で
実施 
 

同左十分な感染対策を行 
なった上で実施 
 

 （参考） 
感染レベル 新型コロナウイルス感染症分科会提言（※）における分類 

レベル３ 

ステージ 
   Ⅳ 

爆発的な感染拡大及び深 
刻な医療提供体制の機能 
不全を避けるための対応 が
必要な段階 
 

（病院間クラスター連鎖などの大規模かつ深刻なクラスター連
鎖が派生 し、爆発的な感染拡大により、高齢者や高リスク者が
大量に感染し、 多くの重症者及び死亡者が発生し始め、公衆
衛生体制及び医療提供体 制が機能不全に陥ることを避ける
ための対応が必要な状況。） 

ステージ 
   Ⅲ 

感染者の急増及び医療提 
供体制における大きな支 障
の発生を避けるための 対応
が必要な段階 

（ステージⅡと比べてクラスターが広範囲に多発する等、感染者
が急 増し、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制
への負荷が さらに高まり、一般医療にも大きな支障が発生する
ことを避けるための対応が必要な状況。） 

レベル２ ステージ 
   Ⅱ 

感染者の漸増及び医療提 
供体制への負荷が蓄積する
段階 
 
 

（３密環境などリスクの高い場所でクラスターが度々発生するこ
とで、 感染者が漸増し、重症者が徐々に増加してくる。このた
め、保健所な どの公衆衛生体制の負荷も増大するとともに、新
型コロナウイルス感 染症に対する医療以外の一般医療も並行
して実施する中で、医療体制へ の負荷が蓄積しつつある。） 

レベル１ 
ステージ 
   １ 

感染者の散発的発生及び 
医療提供体制に特段の支 
障がない段階 
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２ 山形県における新型コロナウイルス感染症注意・警戒レベル 

 状 態 参考とする指標等 対応検討策 
 
レベル１ 
 

 
 
県内では確認さ
れていないが、国
内では感染者が
確認されている状
態 
 

         ━ 

・「新・生活様式」の実践 
・業種別の感染拡大予防ガイドライン
の徹底 
・感染が増加している地域への移動は
できるだけ控える 

 必要があって移動する場合には「新・
生活様式」を徹底 

 
レベル２ 
【注意】 

 
 
県内での感染者
の確認が限定的
な状態 

【１週間あたりの新規感染者数】 
１人／週 以上 

レベル１に加え、 
・「新・生活様式」の実践及び業種別
感染拡大予防ガイドラインの徹底 
・発熱等の症状がある場合は早期受
診相談 
・ガイドライン実践の自主点検 

 
レベル３ 
【警戒】 

 
感染の広がりが
懸念される状態 
 

【感染経路不明者数】 
１人／週 以上 かつ 
【重症入院患者数】 
1人以上 
 以下の指標も参酌する 
【1週間あたりの新規感染者数】 
【60歳以上の入院患者数】 

レベル２に加え、 
・感染発生の状況や特徴に応じた注
意喚起や感染防止対策の徹底を協力
依頼 

 
レベル４ 
【特別警戒】 

 
感染が拡大傾向
にある場合 

【感染経路不明者数】 
2人／週 以上 かつ 
【重症入院患者数】 
３人以上 
 以下の指標も参酌する 
【1週間あたりの新規感染者数】 
【60歳以上の入院患者数】 

レベル３に加え 
・感染発生の状況や特徴に応じた行
動を協力依頼 
 

 
レベル５ 
【非常事態】 

 
感染が拡大し医
療提供体制のひ
っ迫が懸念される
状態 
 

 
医療現場のひっ迫状況を踏まえて判断 
 
 以下の指標も参酌する 
【1週間あたりの新規感染者数】 
【60歳以上の入院患者数】 
 

○県独自の非常事態宣言の発出 
○新型インフルエンザ等対策特別措
置法第２４条第９項に基づき次の事
項を協力要請 

 ・不要不急の外出自粛 
 ・ガイドラインを実践しない施設の利
用自粛 

 ・ガイドラインを実践しない施設の営
業自粛（休業） 

  

    相  談  窓  口  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発熱や咳などの症状のある場合 症状がない場合 

かかりつけ医療機関が 
ある 

かかりつけ医療機関が 
ない（又は休診） 

・感染していないか心配 
・予防方法を聞きたい 等 

電話相談 電話相談 電話相談 

かかりつけ医療機関 
☎ 診察券の電話番号 

 
受診前に、必ず電話で
受信相談をお願いしま
す。 
・相談を受けた医療機
関で対応できない時
は、最寄りの対応医療
機関をご案内します。 

受信相談コールセンター 
☎０１２０－８８－０００６ 
（フリーダイヤル） 

 
・受付時間 

 ２４時間対応 
（土日祝日も含む） 

一般相談コールセンター 
☎０１２０－５６－７３８３ 
（フリーダイヤル） 

 
・受付時間 ８：３０～１８：００ 

（土日祝日も含む） 
 

厚生労働省「電話相談」 
☎０１２０－５６－５６５３ 
（フリーダイヤル） 

・受付時間 ９：００～２１：００ 
（土日祝日も含む） 

ご案内 

発熱等の患者の診察や検査を行う 
「診療・監査医療機関」が診察します。 
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３ 山形県における新型コロナ対応の目安〔注意・警戒レベル〕による具 
体的な対応（８月４日付特教第２６１号通知別紙１を参考に作成） 

 （１）注意・警戒レベル１～３ 
① 学校関係者（児童生徒及び教職員）に感染が確認されていない場合 

ⅰ 何よりも児童生徒の安全確保のため、児童生徒の検温の有無の確認など健康観察を行う。 
ⅱ 咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染防止対策を徹底する。 
ⅲ 学校がクラスターとならないよう、「㋐こまめな換気」、「㋑十分に幼児児童生徒間の間隔を
とる」、「㋒近距離での会話を避ける」など感染リスクが高まる３つの条件を十分考慮し、活
動内容に対応した感染クラスター発生防止対策を講じる。 
ⅳ これらの対応をとった上で、学習指導を行う。 
ⅴ 県、庄内地区、酒田市の状況についての情報収集に努めていく。 

② 学校関係者に感染が確認された場合（速やかに学校に連絡するように） 
 
ア 学校関係者の同居
している家族等が、
感染者の濃厚接触
者にあたると特定さ
れた場合又はＰＣＲ
検査の受検対象者
と判断された場合 

 
イ 学校関係者
が、ＰＣＲ検
査の受検対
象者と判断
された場合 

 
ウ 学校関係者が感染者
の濃厚接触者と特定
された場合 

 
エ 学校関係者の感染が
判明した場合 

 
・保健所と相談の上、
必要に応じて、学校
関係者本人を自宅
待機とするとともに
①と同様の対応と
する。 

 
・当該本人を
自宅待機と
するとともに
①と同様の
対応をする。 

 
・当該本人は、感染者と最
後に濃厚接触した日か
ら２週間の健康観察期
間中自宅待機とする 
・保健所と相談の上、当該
本人の学校における活
動の態様、接触者の多
寡を踏まえて、保健所
と相談の上、校内消毒
等の対策を講じる。 
・ 閉鎖解除後は①と同
様の感染防止対策を
再開するとともに、幼
児児童生徒の健康観
察の徹底や連絡体制
の確認を行う。 

 

 
・ 濃厚接触者が保健所に
より特定されるまでの
間、学校を閉鎖（臨時
休校）する。併せて、感
染者の学校における
活動の態様、接触者の
多寡を踏まえて、必要
に応じて校内消毒等
の対策を講じる。対策
の実施等必要な場合、
学校の一時閉鎖を行
う。 
・ 「学校運営ガイドライ
ン」に準じ、健康福祉
部をはじめとした関係
部局や関係機関と連
携し、感染者の学校内
での活動状況を踏ま
え、学校内で感染が広
がっている可能性が高
いと判断した場合に
は、新たな臨時休業の
実施を含む臨機応変
な対策を別途講じる。 

・ 県への報告・相談・連絡 

（２）注意・警報レベル４～５ 

・ 学校運営ガイドラインに準じ、健康福祉部をはじめとした関係部局や関係機関と連携の上
原則として学校単位に、新たな臨時休業の実施を含めた対策をする。 

・ 自治体首長から地域全体の活動自粛を強化する一環として要請があった場合、感染者が
発生していない学校も含めた地域一斉の臨時休業を検討する。 

・ レベル４～５では居場所確保のための学校開放による受け入れは行わない。 
・ 県と連携し、別途対策を講じる。 
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Ⅱ 本校の新型コロナウイルス感染症感染防止対策と学校運営方針 

１  基本的な対策 
（１）基本的な感染防止策の徹底 
   ①職員はマスク（透明マスク）を必ず着用する。必要に応じてフェイスシールド等を併用する。 
②幼児児童生徒は、登下校時は原則マスク着用。着用が難しい場合も、マスクを着用する練習 
に取組む。同時に運動時や体温調節のためにマスクを外す場面の指導も行う。 

   ③登校後、授業前後等こまめな手洗いを行う。 
   ④３密を回避するような授業形態の工夫を行う。 
   ⑤感染リスクが高まる「5つの場面」を避ける。 
（２）検温 
①健康チェックカードにより、登校前の症状の有無の確認や体温測定等の徹底を図る。 
②登校時・昼食前の検温を行う。登校前に検温してこなかった幼児児童生徒は、玄関で検温し 
てから教室に入る。 
給食前の検温は、養護教諭が各教室を回り健康チェックを兼ねて行う。 
③かぜ症状のある幼児児童生徒ならびに教職員には登校を控えるように促す。 
  （感染拡大傾向にある場合や市中感染の疑いがある場合はかぜ症状でも登校を控える。） 
④外部からの入校者には、検温と体調確認、家族の行動歴等の確認を行う。 
⑤かぜ症状のある場合は、家族の行動歴を確認し、感染が疑われる場合は２週間の自宅待機、 
相談センターへの連絡などの助言をする。また、事前に学校の対応についてプリントで保護者 
に知らせる。 

（３）換気と保湿 
   ①室温が下がらない範囲で（室温は１８℃以上を目安とする）、着衣等による防寒対策を行な 

いながら、２方向の窓や戸を開け１時間に１～２回程度換気を行う。 
   ②加湿器等を使い、湿度４０％以上を保つようにする。 
（４）県外への校外学習は実施しない。（注意警戒レベル３以上は校外学習は実施しない。） 
（５）校外学習は、幼児児童生徒の居住地及び目的地で、２週間新規感染者が出ていない場合に

実施する。 
（６）感染発生地域への移動や感染発生地域の方との接触がある場合でも、感染防止策をとること 

で２週間の様子観察は必要ないこととする。但し、心配な場合は自宅での様子観察を学校に 
申し出る。（幼児児童生徒は欠席扱いにしない。） 
※感染拡大地域（国レベル２ ステージⅢ以上）市中感染が疑われる地域の場合は、個別に 
判断する。 

（７）教職員 
①出勤後は、手洗いを行ってから、共用パソコン等の使用を行う。共用の物を使用する場合は、  
前後の手洗いを徹底する。 

②感染が拡大している地域への不要不急の出張は行わない。県内への教職員の出張は、会議
の必要性及び感染防止対策に応じて個別に判断する。出張の場合は、出張先でも「３密」を
避けるなど感染防止に十分注意する。 
③職員室でも身体的距離の確保に努め、必要に応じて別室で業務を行う。 

（８）感染者や医療関係者等に対する差別・偏見・心ない言動・ＳＮＳへの書き込みは行わないとい
う意識の徹底を図る。 

（９）感染症対策について学校医、学校薬剤師の意見を聞き対応に役立てる。 
  

【レベル１・２】 
 ① 「新しい生活様式」に取り組み、家族を含めた健康観察・行動歴を確認しながら通常授業 
を行う。 

           ②校外での学習（交流及び共同学習含む）は、感染防止対策をとりながら実施。 
           ③実施前２週間以内に幼児児童生徒の居住地・校外学習等の目的地周辺で新規感染者が出 

た場合は中止。         
【レベル３】 レベル１，２の対応を継続 

          ①校外での学習活動は行わない。 
          ②授業参観や学部懇談会など 3密な環境が予想される行事・会合は中止又は延期する。 
          ③庄内地区、最上地区で感染者が出た場合、休業中の園・学校の教育相談は中止。 
          ④教育相談の新規受付は中止。 
          ⑤飲食を伴う会合は行わない。 

【レベル４～５】 レベル３の対応を継続 
 ①県教育委員会の指示に従う。臨時休業の場合の学校開放は原則行わない。 

     ②家庭状況による子どもの居場所確保については、県と協議する。 
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２ 具体的な対策 

（１）教室の環境整備 
①各担任が１時間に１～２回を目安に換気を行い、休み時間には必ず換気を行う 
②聴覚部玄関に手指消毒用アルコールを設置。聴覚部トイレ、知的部食堂・手洗い場、職員室、
保健室に消毒用アルコールを保管。机等の消毒はアルコールで行う。（ノロウイルスなど感染
性胃腸炎によると思われる消毒は次亜塩素酸ナトリウムを使用する。） 
③登下校後、外での活動後、遊具使用後などこまめに手洗い指導を行う。 
④幼児児童生徒が頻繁に手を触れるドアノブやトイレの蛇口を午前中はスクールサポートスタッ
フが、下校後は全職員で使用教室、廊下等を分担して消毒する。 

 
（２）授 業 
①座席間は１ｍ以上離す。指導上難しい学級も可能な範囲で間隔を確保する。 
②聴覚障がい教育部など情報保障からマスク着用できない場合は、飛沫が届かない距離の 
確保や手話・文字・絵などの視覚情報での会話、透明マスク、フェイスシールドなどを活用する。 
③医療的ケア児等必要な幼児児童生徒の指導者は必ずマスクを着用する。 
④教室等は常時複数の窓や戸を開放して授業等を行うなど、すべての授業場面で３密を回避 
  する手立てをしたうえで授業を行う。 
⑤共用の教材、教具、情報機器、図書などを使用した際は、こまめに手洗いを行い、使用物は担 
任・学部で消毒を行う。 
⑥音楽、体育、生活単元学習、作業学習等における集団活動は感染防止策を講じた上で行う。 
⑦調理学習等飲食を伴う学習は行わない。 

 
（３）通 学 
①登下校の際は咳エチケットの要領でマスクを装着する。 
②庄交ターミナルから学校口まで常時バス利用者５名。混み合うことはないので通常時間で 
利用。登下校指導を行い、確認する。不定期利用者は、保護者送迎とする。 

③登校時は登校時間に差がある。下校時は、教室で待機し、放課後デイサービス事業所ごとに 
玄関で引き渡し、玄関での混雑がおこらないようにする。 
④教頭を中心に感染予防策について放課後デイサービスとの連携を密にする。 
⑤更衣室等の密閉空間の使用や教室間の移動時も「３密」を避ける指導を行う。 

 
（４） 給 食 
※以下の事項を基本とするが、詳細は５月１９日配付の「給食についての確認事項（新型コロナ
ウイルス感染防止対策）」による。 
①給食前の手洗いを徹底し、机等は水拭き後、アルコール消毒を行う。 
②委託している「（株）ベスト」に学校給食管理基準の徹底、調理施設・設備の消毒の徹底配送
車両の運転手の健康確認指示済み。 
③配膳前の検温、手指のアルコール消毒、白衣着用を徹底する。 
④食事の場所は介助の仕方などを学級ごとに確認済み。基本対面では食べない。 
⑤摂食指導上対面で指導する必要がある場合は、指導者はマスクを着用する。 
⑥食堂を利用する聴覚部は、同じ方向を向いて食べる。 
⑦給食終了後は、次亜塩素酸ナトリウムでテーブル、いす、配膳台等の消毒を行う。 

 
（５）新型コロナウイルス感染防止関連の学習 
①幼児児童生徒の理解度に応じて「新しい生活様式」の指導を行う。 
②高等部を中心に感染者に対する偏見を持たないように指導を行う。 
③幼児児童生徒の不安を軽減できるような情報提供を行う。 

 


